
［主催］一般社団法人 障がい者自立推進機構　パラリンアート事務局　　　　　　　　
［後援］厚生労働省、観光庁（予定）

［協力］日本プロサッカー選手会、日本バスケットボール選手会、
        日本ラグビーフットボール選手会、日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）、
　　　ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（Bリーグ）、
　　　全国特別支援学校長会

［メディアパートナー］朝日新聞社、日本経済新聞社

（予定含む）

　［トップスポンサー］

【著作権・個人情報の取扱いについて】　●応募時に記入いただいた個人情報は、主催者及び事務局にて共働利用させて頂きます。●主催者の個人情報保護方針及び個人情報の取扱いについては、主催者ホームペー
ジに記載しております。●本企画の審査結果に関わらず、応募作品は広告宣伝等の目的で、主催者及び事務局の印刷物、ホームページなどに使用する場合があります。その際は個人情報を明記させていただく場合
があります。●本企画にかんする事業実施・運営に関する業務の一部を委託する場合、主催者が適切な監督を行う業務委託先に個人情報の預託を行います。

問合先（質問等は下記まで）

主催、協力企業等

〒104-0061　東京都中央区銀座4-14-7-301　
「パラリンアートカップ2019運営事務局」

パラリンアートカップ2019運営事務局
受付時間 10：00～17：00（土日祝日及び8月14～16日を除く）TEL:03-5565-7279

応募資格・
提出方法

（その他、日本プロサッカー選手会、日本バスケットボー
ル選手会、日本ラグビーフットボール選手会など）

過去の「パラリンアート・サッカーアートコンテスト」
「パラリンアートカップ」でグランプリ（最優秀賞）を
受賞された方は、今回以降のグランプリ（最優秀賞）の
選考対象外になります。

※賞内容は予告なく変更される場合があります。

賞内容（2019年）

審査員（予定、順不同）

厳正な審査を経て選ばれた上位受賞者には、
サッカー、バスケットボール、ラグビーに関係した賞を
用意しています。その他、審査員に関連した個人賞を
用意しています。受賞内容は予告なく変更する場合が
あります。あらかじめご了承ください。

・グランプリ（最優秀作品）

・準グランプリ
・審査員個人賞
・サッカー部門賞

（現役の Jリーグ選手らが審査）

・バスケットボール部門賞
（現役の B リーグ選手らが審査）

・ラグビーフットボール部門賞
（現役のラグビー選手らが審査）

・損保ジャパン日本興亜賞

パラリンアートは、
「内閣官房 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局」

が管理する「beyond2020 プログラム」の認証事業です。

パラリンアートカップ2019

http://www.asahi.com/sports/events/pacup/

検 索

障がい者自立推進機構
理事

セイン・カミュ

武蔵野美術大学
名誉教授

遠藤彰子

漫画家
高橋陽一

日本アンプティ
サッカー協会最高顧問
セルジオ越後

日本障がい者
サッカー連盟会長

北澤豪

書家
金澤翔子

漫画家
くじらいいく子

お笑い芸人
南海キャンディーズ

しずちゃん

女優
若月佑美

MAIL: paralymartcup2019@jmcom.co.jp

提出方法
2019年5月1日（水）～2019年9月20日（金）必着
提出期間

スポーツにかんするすべてのこと。スポーツをする人（選手）、
見る人・応援する人（観客）、スポーツをする場・楽しむ場（スタジアムなど）、
スポーツで使われる物（ボールなど）、未来のスポーツなど。
種目は単独でも複数（サッカーとラグビー、など）でもかまいません。

テーマ

1次・２次審査
10月中旬まで

最終審査
11月初旬

結果発表
表彰式（12月初旬）後に
公式サイトにて※表彰式は都内で実施。一部受賞者には　表彰式に参加をお願いする事があります。

審査の流れ（予定）

注意事項ならびに、応募資格、応募フローなど詳細は下記URL
またはQRコードにてご確認願います。

募集要項 

https://www.asahi.com/sports/events/pacup/#apply 
パラリンアートカップ2019公式HP　

応募フロー

※応募フォームは公式ＨＰからアクセス願います。
※応募フォームからの応募が難しい方は、パラリンアートカップ2019運営事務局（03-5565-7279）にご相談ください。

２次審査通過者は原画を下記住所に発送をお願い致します(着払い) 
〒104-0061　東京都中央区銀座4-14-7-301　「パラリンアートカップ2019運営事務局」
※10月中旬頃に該当者にのみ運営事務局より詳細を連絡致します。
※原画は返却しません。また原画の著作権は主催者に帰属します。
※２次審査通過後、通過者はパラリンアートにアーティスト登録をしていただきます。
※「パラリンアートへのアーティスト登録」については、paralymart.or.jp をご覧ください。
※当選作品、優秀作品は商品化する場合が御座います。そのための改変に応じられる作品をお送りください。
　商品化等により売上が発生した場合、当社団契約に沿った報酬をお支払い致します。

作品制作　　応募フォームより応募




